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国
民
年
金
被
保
険
者
と
し
て
20

歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間
の
定

額
保
険
料
を
納
め
た
場
合
、
65
歳

か
ら
満
額
で
77
万
2
千
800
円
（
平

成
26
年
度
の
年
金
額
）
の
老
齢
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
年
金
額
を
も
う
少
し
引
き

上
げ
た
い
と
お
考
え
の
方
に
は
、

付
加
年
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
国
民
年
金
第
1
号
被

保
険
者
な
ら
び
に
任
意
加
入
被
保

険
者
（
65
歳
以
上
の
方
を
除
く
）

が
月
々
の
定
額
保
険
料
に
加
え
て

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、
老

齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
を
上
乗

せ
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

付
加
保
険
料
と
届
出

　

付
加
保
険
料
は
1
ヵ
月
に
つ
き

400
円
と
な
っ
て
い
て
、
毎
月
の
国

民
年
金
の
定
額
保
険
料
（
平
成
26

年
度
は
1
万
5
千
250
円
）
に
付
加

保
険
料
（
400
円
）
を
上
乗
せ
し
て

納
付
し
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
は
納
付
の
申
し
出

を
届
け
出
た
月
分
か
ら
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
い
つ

で
も
任
意
の
と
き
に
申
し
出
て
納

付
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、

翌
月
末
日
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
で
も
、
期

限
か
ら
2
年
間
は
付
加
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
保
険
料

の
納
付
猶
予
（
学
生
納
付
特
例
を

含
む
）
を
受
け
て
い
る
方
や
国
民

年
金
基
金
の
加
入
し
て
い
る
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
農
業
者
年
金
の
被
保
険

者
に
な
っ
た
場
合
は
、
希
望
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
加
保
険
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
保
険
料
は
、
国
民

年
金
保
険
料
と
同
じ
く
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

付
加
年
金
額
は

　

付
加
年
金
額
の
計
算
は
、
次
の

通
り
で
す
。

　

年
金
額
＝
200
円
×
付
加
保
険
料

月
数
（
65
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
場
合
）

　

つ
ま
り
、
保
険
料
月
額
400
円
に

対
し
て
年
金
額
は
200
円
で
す
か

ら
、
1
年
間
付
加
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
、
65
歳
か
ら
年
金
を
受

け
取
る
と
し
て
、
2
年
間
で
付
加

保
険
料
相
当
分
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
る
計
算
に
な
り
ま

す
。

　

な
お
、
付
加
年
金
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
権
を
得
た
月
の
翌

月
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
老
齢
基

礎
年
金
を
65
歳
よ
り
前
に
繰
上
げ

受
給
ま
た
は
66
歳
よ
り
後
に
繰
下

げ
受
給
す
る
場
合
に
は
、
付
加
年

金
額
も
老
齢
基
礎
年
金
の
減
額

率
・
増
額
率
に
応
じ
て
減
額
・
増

額
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
の
手
続
き
は

　

付
加
保
険
料
の
納
付
申
出
の
手

続
き
は
、「
国
民
年
金
付
加
保
険
料

納
付
申
出
書
」
を
住
民
登
録
し
て

い
る
市
区
町
村
役
場
の
国
民
年
金

担
当
窓
口
へ
提
出
し
ま
す
。

▼
必
要
書
類
な
ど

①
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
な
ど

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の

②
認
め
印

国
民
年
金　

付
加
年
金
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
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夏
、
初
秋
に
か
け
て
は
、
局
地

的
な
大
雨
（
い
わ
ゆ
る
ゲ
リ
ラ
豪

雨
）
が
発
生
し
や
す
い
時
期
で
あ

り
、
台
風
も
日
本
列
島
に
上
陸
す

る
も
の
が
多
く
な
っ
て
き
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、

「
播
磨
町
総
合
防
災
マ
ッ
プ
」
を

活
用
し
て
、
ご
家
族
や
地
域
で
話

し
合
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
？

日
頃
か
ら
風
水
害
へ
備
え
ま
し
ょ
う

○ 

避
難
場
所
を
確
認
し
、
実
際
に

避
難
路
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う

○ 

家
族
が
ば
ら
ば
ら
の
時
の
連
絡

方
法
や
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
を

決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う

○ 

非
常
持
ち
出
し
品
を
確
認
し
た

り
、
置
き
場
所
や
、
持
っ
て
出

る
人
を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う

台
風
や
大
雨
の
季
節
に
な
っ
た
ら
…

○ 

浸
水
し
て
し
ま
っ
て
困
る
も
の

は
、
2
階
以
上
へ
置
い
て
お
き

ま
し
ょ
う

○ 

窓
や
雨
戸
を
補
強
し
た
り
、
側

溝
や
排
水
溝
は
掃
除
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
（
強
風
時
・
大
雨
時

の
作
業
は
危
険
で
す
の
で
避
け

ま
し
ょ
う
）

○ 

風
で
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
も
の
は

固
定
し
た
り
、
家
の
中
に
し
ま

い
ま
し
ょ
う

○ 
情
報
収
集
の
手
段
を
複
数
確
保

し
ま
し
ょ
う

台
風
や
大
雨
が
迫
っ
て
き
た
ら
…

○ 

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
か
ら
情
報
を
収
集
し
ま

し
ょ
う

○ 

不
要
・
不
急
の
外
出
は
控
え
、

田
畑
の
見
回
り
な
ど
は
極
力
控

え
ま
し
ょ
う

○ 

被
害
が
発
生
す
る
前
に
、
早
め

の
避
難
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う

（
避
難
場
所
は
、
災
害
の
種
類

や
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
）

水
難
事
故
に
も
ご
注
意
を

　

雨
が
や
ん
で
も
、
大
雨
の
後
し

ば
ら
く
は
、
河
川
の
増
水
が
続
い

て
い
ま
す
。

　

河
川
敷
で
レ
ジ
ャ
ー
や
イ
ベ
ン

ト
を
行
う
場
合
は
十
分
注
意
し
、

不
用
意
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

避難所では、私たちは何もしなくていいのですか？
▶問合せ　危機管理グループ☎０７９（４３５）０９９１

　避難所運営は、地域の皆さんで協力して行う必要が
あります。避難者の皆さんにも積極的に関わっていた
だきますようお願いします。
　災害発生直後、町の職員がすぐに避難所に駆けつけ
ることは困難が予想されます。また、人手も限られて
いることから、避難所の運営を町の職員だけで行うこ
とは不可能です。したがって、避難所開設・運営は、
「自らの身の安全は自らが守る」「自らのまちは自らが
守る」という考えを基本とし、地域のみんなで協力し
て行う必要があります。混乱を避け、できるだけ円滑
な運営を進めるためには、避難者のお互いの助け合い
や協働の精神に基づく自主的な運営が重要となりま
す。
　過去の災害の事例をみても、うまく運営できた避難
所ほど、避難者の方々が避難所運営に関わっていま
す。地域が避難所運営に関わる重要性は、平成25年度
播磨町自主防災組織合同研修会「真野地区まちづくり
推進会の実践」でも学んだ通りです（広報はりま3月号
掲載）。
　しかし、それを可能にするためには、日常的に役割
分担や避難者のプライバシー確保や衛生管理、備蓄品
の扱いなどの必要と思われる事項について、あらかじ
めルールを定め、地域の皆さんで共有しておくことが
大切です。

　そこで、播磨町では、来るべき災害に備え、避難所
運営マニュアルの作成に取り組み始め、平成25年度に
おいては、町立蓮池小学校を対象に作成しました。
　この避難所運営マニュアルは、避難所運営に関わる
全ての人（避難者自身、自主防災組織、学校管理者、
町職員）が、次の方針に基づき、避難所の開設・運営
を行えるように支援することを目的としています。
・ 避難所は、住民の自治による開設・運営を目指しま
す

・ 避難所は、被災者が暮らす場所と考え、自立支援、
コミュニティ支援の場として取り組みます

・ 要配慮者（避難生活で特に配慮が必要な高齢者や障
がい者、妊婦など）にも優しい避難所づくり、男女
共同参画の視点に配慮した避難所づくりに取り組み
ます

　災害発生時は、誰が避難者になるかわかりません。
避難所運営マニュアルは、一人ひとりが事前に内容を
把握し、地域で共有しておくことが重要です。
　ぜひ、避難所運営マニュアルをご一読ください。

避難所運営マニュアル（蓮池小学校版）掲載URL
http://www.town.harima.lg. jp/kurashi/kurashi_
bosai/kurashi_bosai_bosai/kurashi_bosai_bosai_
hinansyomanual.html

年 金年年年年年 年 金金金金金年 金年 金年 金
コラム

※年金のこと、もっと詳しく知りたい方は、日本年金機構のホームページもご利用ください。
http://www.nenkin.go.jp/
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台
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防災防災 コラムコラムコラム

　左のQRコードをスキャンするか上記
のURLにアクセスして、あなたのメー
ルアドレスを登録してください。
　携帯電話やパソコンのメールアドレ
スを登録しておくと、次のような情報
を配信します。

▷緊急情報お知らせメール
災害時の避難勧告などの防災情報や不審者など
の防犯情報
▷緊急気象情報お知らせメール
震度4以上の地震情報や津波に関する情報
▷国民保護情報メール
武力攻撃など国民保護に関する情報
▷その他（平常時）
避難場所や休日の救急当直医の情報など

▶問合せ　危機管理グループ☎079（435）0991

防災ネットはりまにご登録ください
http://bosai.net/harima/

▼
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
と
は

　

緊
急
地
震
速
報
や
武
力
攻
撃
に

関
す
る
有
事
情
報
な
ど
、
対
処
に

時
間
的
余
裕
の
な
い
緊
急
情
報

を
、
国
が
人
工
衛
星
を
介
し
て
送

信
し
、
こ
れ
を
町
が
受
信
、
防
災

行
政
無
線
を
自
動
的
に
起
動
・
放

送
す
る
仕
組
み
の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
住
民
の
皆
さ
ま

に
24
時
間
体
制
で
瞬
時
に
緊
急
情

報
を
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

▼
警
報
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ

① 

内
閣
官
房
や
気
象
庁
が
緊
急
事

態
の
発
生
を
把
握

②
緊
急
事
態
を
消
防
庁
へ
伝
達

③ 

消
防
庁
が
通
信
衛
星
を
経
由
し

て
緊
急
情
報
を
全
国
へ
発
信

④ 

町
に
関
係
の
あ
る
情
報
の
場

合
、
防
災
行
政
無
線
が
自
動
的

に
起
動
し
、
警
報
を
放
送

▼
警
報
が
放
送
さ
れ
た
と
き
は

①
緊
急
地
震
速
報
の
と
き

　

地
震
が
来
る
数
秒
前
の
放
送
の

た
め
、
直
ち
に
身
の
安
全
を
確
保

し
て
、
危
険
な
場
所
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
く
だ
さ
い
。

②
大
津
波
警
報
・
津
波
警
報
の
と
き

　

海
岸
部
に
い
る
方
は
す
ぐ
に
退

避
し
て
く
だ
さ
い
。
様
子
を
見
に

行
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
て
く

だ
さ
い
。

③
弾
道
ミ
サ
イ
ル
、
航
空
攻
撃
、

ゲ
リ
ラ
・
特
殊
部
隊
攻
撃
、
大
規

模
テ
ロ
情
報
の
と
き

　

家
の
中
に
避
難
し
、
テ
レ
ビ
や

ラ
ジ
オ
か
ら
詳
し
い
情
報
を
得
る

と
共
に
、
町
か
ら
の
情
報
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
防
災
安
心
ネ
ッ
ト
は
り
ま
」

で
も
、「
国
民
保
護
情
報
メ
ー
ル
」

と
し
て
メ
ー
ル
配
信
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
メ
ー
ル
は
「
緊
急
情
報
」

「
お
知
ら
せ
」
「
各
種
気
象
警
報

等
情
報
」
に
登
録
さ
れ
て
い
て
も

配
信
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
改
め
て

ご
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

ジ
ェ
イ 

－

ア
ラ
ー
ト
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